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　成年後見制度で支援される内容は、預貯金などの管理を行う「財産管理」と、
医療・介護などの手続きを行う「身

し ん じ ょ う か ん ご

上監護」の２つに分けることができます。
また「成年後見人」などの支援者は、本人が単独で行ってしまった契約を取
り消したり、本人に代わって法的な契約締結などを行うことができます。
　そして、成年後見制度には本人の判断能力に応じて『法定後見制度』と『任
意後見制度』の２つの制度があります。
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～成年後見制度のサポートが始まります～

　成年後見制度は、認知症や障がいなどにより、物事の判断能力が欠けたり、不足したりする人がさまざ
まな契約や財産管理などをするときに不利益を生じることが無いよう、本人を守り・支援する制度です。
特集では制度の概要と、制度の利用をサポートするネットワークについて紹介します。

●問＝長寿介護課　℡ 23‐1140

特集

本人の判断能力が不十分な人に対する制度。判断能力
の程度により、「後見」「保佐」「補助」の３つに区分
されます。

【法
ほ う て い こ う け ん せ い ど

定後見制度】

判断能力の程度

判断能力が
欠けている

判断能力が
著しく不十分

判断能力が
不十分

成年後見人 保佐人 補助人

判断能力があるうちに利用できる制度。
判断能力の低下に備え、支援者や支援内
容を自分で決めることができます。

【任
に ん い こ う け ん せ い ど

意後見制度】

十分な判断能力がある

任意後見人

本人の判断能力が不十分になってから、
任意後見制度人の監督のもと、本人との
契約で定めた行為を行います。

すべての法律行為
が行えます。

基本的に法律上に
定められた重要な
行為の同意権が付
与されます。

申し立ての範囲内
で、家庭裁判所が
定める法律行為を
行えます。

●財産管理
（本人のために財産を適切に管理）
・収入や支出の管理
・現金、預貯金、不動産の管理
・本人に代わり遺産分割協議
・税務処理

●身上監護
（本人のために良い環境で生活できるよう支援）
・医療、介護に関する契約
・施設などの入退所手続き
・要介護認定の手続きや介護サービスの契約
・見守りなど

成年後見人ができること

成年後見
制度とは？

▼家庭裁判所が適任だと判断して選任した人が、成年後
見人などを務めます。多くの場合、配偶者や子どもなど
の親族が選ばれますが、司法書士・弁護士・社会福祉士
などの専門家や、福祉関係の法人が選ばれることもあり
ます。また、複数人が選任されることもあります。

▼本人が病気などから回復して判断能力を
取り戻したり、亡くなるまでは成年後見人
としての責任を負うことになります。何ら
かの理由で成年後見人を辞任するときは、
家庭裁判所の許可が必要になります。

Ｑ Ａ＆
●成年後見人は、だれがどのように選定するの？ ●成年後見人の任期は決まっているの？

利用には家庭裁判所に審判を申し立てることが必要 利用には公正証書で契約、法務局登記が必要

特集 /

判断能力の程度
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　「成年後見制度利用促進基本計画（平成 29 年３月 24 日閣議決
定）」をもとに、成年後見制度の利用促進を図るため、小林市・
えびの市・高原町の２市１町で、「にしもろ地域成年後見制度利
用促進基本計画」を今年の３月に策定。そして、９月 21 日（世
界アルツハイマーデー※）に権利擁護に関する相談窓口の中核機
関として「つなご」が設立されます。

特集 /

　西諸に住む人が安心して生活できるよう、
権利擁護や成年後見制度の普及啓発を行い、
制度の利用が必要な人に、支援が行き届くよ
うにサポートするための相談窓口です。

　また、行政や法律・福祉などの専門機関で
構成する「地域連携ネットワーク運営委員会」
の事務局として、運営する西諸地域の成年後
見制度推進の中核的な役割も担います。

「つなご」の役割

中核機関「つなご」とは？

小林市出身。精神科病院で精
神保健福祉士、ケアマネジャー
などの専門職に就き西諸地域
の医療福祉に携わる経験を経
て、令和３年４月に現在の職
に就く。本格稼働に向けた準
備を行っている。社会福祉士。

「つなご」設立

にしもろ地区
権利擁護推進センター

中核機関 にしもろ地区権利
擁護推進センター「つなご」

問い合わせ・相談

受付

電話
Fax
E-mail
住所

成年
後見制度
の相談

申し立ての
手続き支援

地域連携
ネットワーク

づくり

後見人など
の支援

市民後見人
の育成

チーム支援 法人後見の
普及啓発

出前講座・
研修会

９月 21 日オープン

9/23令和3年 祝日

知ることで生まれる、 つながるえがお

中核機関つなごオープン記念イベント

中核機関つなごのオープンを記念して、成年後見制度や、中核機関について知ってもらうため
の、福祉フォーラムを開催します！ 福祉をもっと身近に、たのしみながら制度等を知って頂く
ために、舞台劇と映画を上映します。ご自身の将来について不安をお持ちの方や、福祉に携
わっている方、介護をされている方など、みなさんそれぞれが自分らしく輝くためのヒントを
探しに、お越しください！

木

開場 13：00　開演 13：20　終了予定 16：10
開催場所 ： えびの市文化センター  大ホール

定員 ： 260 席 （ソーシャルディスタンス対応）

参加費 ： 無料

整理券配布先 ： えびの市 （文化センター ・ 介護保険課）
高原町 （ほほえみ館） 小林市 （長寿介護課 ・ 野尻庁舎 ・ 須木庁舎）

整理券配布先 ： えびの市 （文化センター ・ 介護保険課）
高原町 （ほほえみ館） 小林市 （長寿介護課 ・ 野尻庁舎 ・ 須木庁舎）

中核機関つなごでは、 地域と社会みんなが手をつなぎ、 「すべての人が、 自分らしく暮らせる地域社会」を目指しています！中核機関つなごでは、 地域と社会みんなが手をつなぎ、 「すべての人が、 自分らしく暮らせる地域社会」 を目指しています！

舞台劇 「カズばぁ一座」 映画上映
バリアフリー 「長いお別れ」

第１部　舞台劇 「カズばぁ、 後見人を連れてくる！！」

「カズばぁ一座」小倉 和也  大山 由美子  永井 泰裕  他 監督：中野量太　蒼井優、竹内結子、松原智恵子、山﨑努
帰省した娘たちに母が告げたのは、厳格な父が認知症になったという
事実だった。それぞれの人生の岐路に立たされている姉妹は、思いも
よらない出来事の連続に驚きながらも、変わらない父の愛情に気付き
前に進んでいく。

第２部　バリアフリー映画上映 「長いお別れ」

(C)2019『長いお別れ』製作委員会　(C) 中島京子／文藝春秋

第
１
部

第
２
部

手話通訳
あり

主催：中核機関つなご、小林市、高原町、えびの市 主催：えびの市、えびの市民図書館　協力：住友商事

主催：中核機関つなご・小林市・高原町・えびの市・えびの市民図書館
バリアフリー映画上映協力：住友商事

※新型コロナウイルス等の状況により、 中止となる場合がございます。
　その際は、 小林市 ・ えびの市 ・ 高原町のホームページに掲載しますので、 ご確認ください。
※イベントの第１部 第２部にて、 どちらも手話通訳を行います。

※新型コロナウイルス等の状況により、 中止となる場合がございます。
　その際は、 小林市 ・ えびの市 ・ 高原町のホームページに掲載しますので、 ご確認ください。
※イベントの第１部 第２部にて、 どちらも手話通訳を行います。

※入場には、 整理券が必要となります。 9/1( 水 ) より下記にて配布いたします。※入場には、 整理券が必要となります。 9/1( 水 ) より下記にて配布いたします。

平成 12年に、介護保険が始
まった頃から、西諸管内のあ
ちらこちらの公民館や人が集
まる場所に出現しては、隣近
所でおきている介護の問題や
成年後見制度のことをおもし
ろおかしく、そしてわかりや
すく市民の皆様にお伝えして

きた「カズばぁ一座」。20年以上経っても、カズばぁは相変わら
ずの世話やきばぁさんのまま。今回は、友達の山チャン達を引き
連れて、久しぶりのえびの市に登場！「うじょけんをいっぺこっ
ぺさるっせぇ、笑いと暮らしの知恵を届くっとがカズばぁの生き
がい！」です。皆様、お楽しみに。

お問合せ先  ：  中核機関つなご　0984（27）3358

イベントの様子を
youtube でご覧いただけます！

（視聴期間 ： R3.10.4 から R4.3.31）

イベント当日に
ご来場出来なかった方へ

講演時間 13：20 ～ 13：40 上映時間 14：00 ～ 16：10

NISHIMORO
TSUNAGO

※認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの普及、啓発を行うため、国際アルツハイマー病協会と世界保健
機構が共同で、９月 21 日を世界アルツハイマーデーと制定したもの。

月曜～金曜　※祝日は休み
８時 30 分～ 17 時 30 分
0984‐27‐3358
0984‐27‐3124
tunago@eagle.ocn.ne.jp
〒 886-0004　小林市細野 389 番地１

●問＝「つなご」℡ 27‐3358


